
毎日の生活の中で起こる人権に関わる困りごとを解決に導くための相談です。

相談は、法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。相談内容についての秘密は厳

守しますので、お気軽にご相談ください。

【弁護士相談について】

午後 1時から弁護士も相談を行います。相談時間は 1件 30 分以内です。相談される方は、午

前の部で人権擁護委員と内容を整理したうえでお願いします。

日時 9 月 16 日（水）午前 10時～午後 3時 最終受け付け：午後 2時 30 分

場所 地域福祉センターともべ（笠間市美原 3-2-11）

問 社会福祉課(内線 157）

※新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで実施します。

④ 特設無料人権相談を開設します

公益財団法人 人権教育啓発推進センターでは、アイヌの方々からのさまざまな相談をお受け

するフリーダイヤルを開設しています。お気軽にご相談ください。

相談専門フリーダイヤル 0120-771-208

開設日時 月曜日～金曜日(祝日、12月 29 日～1月 3日を除く) 午前 9時～午後 5時

〇相談は無料です。

〇匿名でもかまいません。

〇秘密は厳守します。

問 (公財)人権教育啓発推進センター 東京都港区芝大門 2-10-12 KDX 芝大門ビル 4階

URL http://www.jinken.or.jp/

③ アイヌの方々からのご相談をお受けします

農作物への被害を防止するため、笠間市鳥獣被害対策実施隊と、城里町鳥獣被害対策実施隊

による有害鳥獣捕獲を実施します。

実施期間 8 月 22 日（土)～9月 20 日（日）日の出～日没

実施区域 笠間市内全域

捕獲鳥獣 イノシシ・カラス・ハクビシン

捕獲方法 銃器およびわなによる捕獲

銃器によるイノシシ捕獲を実施する区域には、当日広報車でお知らせします。

※イノシシの地域捕獲団体については、各地域において箱わなによる捕獲を実施しています。

※わなが仕掛けてある周辺には、次の看板が設置されています。

問 農政課(内線 526）

② 有害鳥獣捕獲を実施します

この周辺に

イノシシを捕まえるための

わな があります。

笠間市鳥獣被害対策実施隊・笠間市

注 意

②ぺージ
2020-0820

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。


